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Ⅰ．問題領域の設定

労働協約は，規範的効力によって労働契約の

内容を規律する（労組法 16条）。本稿で検討

の対象とするのは，労働協約によって既存の労

働条件を不利益に変更する場合にも，規範的効

力が及ぶのか，という問題である。一般的には，

「協約自治の限界」として議論されている問題

を扱うこととなる。

この問題は労働法の分野の中でも非常に有名

な論点であり，先行研究も多数存在する。長年

活発に論じられてきたこの問題を再論しても，

付け加えられることはほとんどないかもしれな

い。しかし，この問題について，いまだに学説

上も定説といえるものは存在しないし，最高裁

の判断も一件しか示されておらず，それも事例

判決の形である。つまり，長年にわたって争わ

れてきたにも関わらず，いまだに決着のついて

いない難問といえるのである。しかも，問題

となる場面は労働条件の変更という労使双方に

とって非常に重大な局面なのである。そのよう

な点からこの問題に興味をもち，検討を加える

こととした。

この問題に取り組む前提として有利原則や規

範的効力の法的性質論との関係を整理しておく

必要がある。そこで，まず，本稿の対象となる

領域を明らかにしておきたい。

労働協約の不利益変更が問題となる場面は二

通り考えられる。①労働契約（定型契約として

の就業規則も含む）によって設定されていた労

働条件を労働協約によって不利益に変更する場

合，②労働協約によって設定されていた労働条

件を新労働協約によって不利益に変更する場合

である。

①の問題については，労働契約で定めた有利

な労働条件をそもそも労働協約によって不利益

に変更することができるのか，という点をまず

検討する必要がある。いわゆる有利原則の肯否

として論じられる問題である。労働協約は労働

契約を有利にも不利にも拘束するか（両面的効

力），それとも不利な場合には拘束しないのか

（片面的効力）という問題ともいえる。

有利原則の肯否について，現行法上明文の規

定はない（就業規則と労働協約の関係を定めた

労基法 92条 1項も「就業規則は，…当該事業

場について適用される労働協約に反してはなら

ない。」とするのみで，就業規則のほうが有利

な場合にも「反してはならない」のかは解釈に

よって決定される）。規定がない以上，原則と

しては当事者の意思を重視すべきであり，個々

の労働協約の解釈の問題と解するのが相当であ

ろう。実際は，現在の日本では企業別組合が多

数であり，労働組合は実際に適用される労働条

件を労働協約に定める意思であることが多いの

で，有利原則は否定されることが多いであろう。

しかし，もちろん意思解釈の問題であるから，

最低基準を定めることも可能である。

有利原則が肯定される場合，労働契約に定め
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られる労働条件を労働協約によって不利益に変

更することは不可能となる 1)。したがって，こ

の場合，労働協約の不利益変更はおよそ認めら

れず，本稿の検討対象とはならない。

有利原則が否定される場合には，労働協約が

両面的に効力を有することとなり，労働契約に

よって設定された労働条件は，労働協約が設定

するものと等しいこととなる。すると，多くの

場合には旧労働協約を新労働協約によって不利

益変更することと同様なので，問題の出方とし

ては②と同様となり，②に含めて論ずれば足り

る。例外的に，労働契約の労働条件を，初めて

締結した労働協約によって不利益に変更する場

合も考えられる。しかし，設定された労働条件

を労働協約によって不利益に変更するという点

では変わらないし，従前設定されていた労働条

件が労働協約によるものか労働契約によるもの

かという違いは「協約自治の限界」を議論する

うえでは関係ないので，本稿の対象とするのが

適当である。

②については，労働協約と労働契約の関係が

問題となる。つまり，規範的効力によって労

働協約が労働契約の内容に入り込むと考えると

（化体説），旧労働協約が化体するところの労働

契約を新労働協約によって変更する場合とな

り，①の問題となる。他方，規範的効力が労働

契約を外部から規律しているに過ぎないと考え

ると（外部規律説），論理的には旧労働協約の

定める労働条件を新労働協約によって不利益に

変更することも可能となる。

論理的に新労働協約によって労働条件を不利

益に変更できない場合には，およそ問題とな

らないので，本稿の検討対象外である。本稿の

対象となるのは，結局，ⅰ）労働契約が定める

労働条件を新労働協約（労働協約を変更した場

合と新たに労働協約を締結した場合の両方を含

む）によって不利益に変更した場合であって，

有利原則が否定される場合，ⅱ）旧労働協約が

定める労働条件を新労働協約によって不利益に

変更した場合であって，外部規律説をとった場

合，ⅲ）旧労働協約が定める労働条件を新労働

協約によって不利益に変更した場合であって，

化体説をとり有利原則が否定される場合，の三

つである。

Ⅱ．「協約自治の限界」

前章で述べたとおり，三つの場面では，論理

的には労働協約によって既存の労働条件を切り

下げることが可能となる。一般に，労働組合と

使用者との間で締結される労働協約の内容につ

いては，私的自治の原則から導かれるところの

協約自治の原則が妥当しており，労働条件を不

利益に変更する労働協約も規範的効力を有し，

個々の組合員を拘束すると考えられる。しかし，

協約自治にも限界があるのではないか，つまり，

例外的に規範的効力が否定される場合があるの

ではないかが議論されている。これが，「協約

自治の限界」の議論である。

ここで，「協約自治の限界」はいくつか異な

る問題を扱っていることに注意が必要である。

まず，①強行法規もしくは公序に反する内容を

定める労働協約の条項は無効である，という意

味で「協約自治の限界」を超えるとされる場合

がある。これは，私的自治の原則も強行法規や

公序に反するものには妥当しないので（民法 90
条参照），当然である。次に，②労働組合に処

分権がない事項について，労働協約で規整する

ことは「協約自治の限界」を超えるとされる場

合がある。未払い賃金の放棄・支払猶予や組合

員の退職（配転・出向や時間外・休日労働を義

務付けることなどを含める論者もいる）などの

事項を労働協約で定めた場合である。これは，

一般に組合員が自己の個人的領域に留保したも

のを処分することになると解されるので，労働

組合の目的の範囲外であって，「協約自治の限

1) もっとも，労働協約を不利益変更する場合，有利な労働契約の定める労働条件を新労働協約の水準まで下げるとす

ることが協約当事者の意思である場合も多いであろう。有利原則を原則として承認しながら，当事者の意思を介して労働

協約による不利益変更を認めるものとして西谷敏『労働組合法』（有斐閣，1998）347 頁。
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界」を超えることとなる。最後に，③労働協約

によって組合員の労働条件を不利益に変更した

場合に，「協約自治の限界」を超えるのではな

いかが問題となる。本稿は，③の問題を扱おう

とするものである。

さて，労働協約による労働条件変更について，

そもそも労働組合は「労働条件の維持改善その

他経済的地位の向上を図ること」（労組法 2条）

を目的としている団体であるから，組合員に不

利益を及ぼすような労働協約は，組合員の同意

または授権がない限り，効力を持ち得ないとす

る主張がなされていた。裁判例でも，同旨を述

べるものとして，大阪白急タクシー事件決定 2)

（実質的に賃金の減額をもたらすオール歩合給

制への変更を定める労働協約について，効力を

否定した），北港タクシー事件判決 3)（労働契

約上，定年不適用とされていた組合員に定年制

を適用する労働協約の効力を否定した）がある。

しかし，一般論として，労働条件を切り下げ

る労働協約の効力を一律に否定してしまうこと

は妥当でない。労働協約は団体交渉を経て締結

されるものであるが，団体交渉は労使間の真剣

な駆け引きの場であり，個々の合意が常にすべ

て労働者側に有利な結論となるとは限らない。

ギブアンドテイクの精神で有利な条項も不利な

条項も混在し，全体として結論が出てくるもの

である。また，労働組合の主目的が労働条件の

維持改善であるとしても，継続的な労働関係に

おいては長期的な視点から考える必要がある。

したがって，一時点で個々の条項だけを見て，

労働者に有利であるとか，不利であるとか言う

ことはできないし，妥当でない。また，不利な

条項がすべて規範的効力を有しないというので

は，労働組合は一方的に有利な地位につくこと

になるし，団体交渉における駆け引きが失われ

て，真剣な議論が害されるおそれもある。労働

組合は総体的長期的な観点から組合員の利益を

図っていれば労働組合の目的に合致しているの

であって，一切の不利益条項を労働協約によっ

て締結してはならないということは妥当ではな

い。よって，一般的に，労働協約は労働条件の

切り下げとなる場合でも規範的効力を有すると

解される。判例も，上記大阪白急タクシー事件

決定，北港タクシー事件判決の後は，不利益に

変更された労働協約の効力を一般的に肯定して

いる（リーディングケースとして日本トラック

事件地裁 4)・高裁判決 5)。その後，朝日火災海

上保険（石堂・本訴）事件最高裁判決 6) でも

同様の結論が肯定された）。また，学説上もこ

の見解が一般的に受け入れられている 7)。

では，不利益に変更された労働協約の規範的

効力が一般的には肯定されるとしても，例外

的に否定される場合があるか，というのが次に

問題となる。つまり，労働者にとって看過でき

ないような不利益を労働協約によって定めた場

合，労働組合の執行部が組合内の手続を十分履

践することなく労働協約を締結した場合など，

一定の場合には裁判所が当該労働協約の効力を

否定する必要があるのではないか。この点につ

いて，司法審査をすべきか否か，すべきである

ならどのような観点から審査すべきか，どの程

度審査すべきか，を検討するのが本稿のテーマ

である。

Ⅲ．協約締結権限の瑕疵論

本論に入る前に，ここで協約締結権限の瑕疵

論というやや毛色の異なる問題を扱っておきた

い。協約締結権限の瑕疵論とは，不利益変更さ

れた労働協約が有効に成立しているかという次

元の問題である。労働協約は，労働組合と使用

者間で締結される一種の契約であると考えるの

2) 大阪地決昭和 53年 3月 1日労判 298 号 73 頁。以下，裁判例の判決・決定年月日，出典は初出時のみ示す。

3) 大阪地判昭和 55年 12 月 19 日労判 356 号 9頁。

4) 名古屋地判昭和 60年 1月 18 日労判 457 号 77 頁。

5) 名古屋高判昭和 60年 11 月 27 日労判 476 号 92 頁。

6) 最判平成 9年 3月 27 日労判 713 号 27 頁。

7) 菅野和夫『労働法（第 7版補正版）』（弘文堂，2006）522 頁，西谷・前掲注 1) 348 頁。
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が多数説とされている 8)。すると，労使双方の

協約締結者が締結権限を有していなければ，無

権代理人による協約締結となり，協約は当然有

効に成立せず，規範的効力が生じない。問題の

位置づけとしては，協約の効力の有無という本

稿の中心的問題に先立つべきものであり，そも

そも協約という労使間の契約が有効に成立して

いるかの問題である。「協約自治の限界」に含

めて論じられることもあるが，「協約自治の限

界」は協約の規範的効力が肯定されるか否かの

場面で議論されることが多く，協約の成立の場

面とは区別することができるので，本稿では一

般的な用語法とはずれるかもしれないが，一応

別の問題と考えておく。本論からは少し外れる

問題であるが，本論に密接に関連し，裁判例を

分析する上で欠かせない問題であるので，便宜

上ここで論じることとする。

まず，労働組合の対外的代表者（委員長な

ど）が当然に労働協約の締結権限を有している

か。労組法 6条は，組合の代表者が当然に使用

者と「交渉する権限を有する」と規定する。す

ると，団体交渉の成果としての協約締結権限も

当然に有しているように思える。しかし，使用

者との団交と労働協約の締結とでは質的にまっ

たく異なっており，後者には規範的効力が付与

されていることから労働者に対する影響が大き

い。そのような大きな権限を一般的に組合代表

者に肯定することは妥当でない。組合代表者と

いえども，規約による授権または一定の内部手

続を経てはじめて協約締結権限を有すると解す

べきである。したがって，協約の締結権限を一

般的に組合代表者が有すると解することはでき

ない 9)。

すると次に，協約が締結される際には，組合

代表者への授権があったか否かが個別に問題と

なる。規約が組合代表者に一般的に権限を付与

している場合は，それによって協約締結権限が

発生する。授権について，規約に内部手続を要

求する定めがあれば，原則としてそれに従った

手続が必要となる。規約の定める手続を遵守

していない場合には，原則として授権は認めら

れない。規約の定めがない場合には，組合大会

またはそれに準ずる機関による授権が必要で

ある。組合代表者に対して，集団的な授権が認

められるか否かが基準となる。まったく何らの

手続もなされていない場合には，組合代表者に

対する集団的な授権が存在しないこととなるの

で，代表者に協約締結権限が認められず，協約

は形式上締結されても無効である。ただし，組

合代表者に協約締結権限が認められなかったと

しても，協約締結後に追認することは可能であ

る（民法 116条参照）。

ところで，規約に組合大会決議が必要である

と規定されているのに，組合大会を経ず，より

簡易な手続で代用した場合はどうであろうか。

これは，実際に中根製作所事件 10)（詳細は後述）

で問題となった。この場合，原則として協約は

無効である。協約締結権限は，組合代表者には

一切なく，協約締結のたびに組合大会決議によ

り権限が付与されるので，規約所定の組合大会

決議が履践されていないことのみをもって，当

該協約は無効である（もっとも，事後的に組合

大会決議を経て追認することは可能である）。

しかし，上記の例において，このような硬直

的な解決のみではなく，規約をより柔軟に解釈

することによって一定の例外を認めることもで

きると思われる。場合によっては組合大会決議

を要求する規約を，ⅰ）交渉権限や協約締結権

限は執行委員長を含む執行部に付与するが，組

合大会の承認も求める，つまり，執行部が協約

を締結した場合，協約は有効に成立するが，組

合大会で承認されてはじめて効力を発する（停

止条件付き），あるいは，ⅱ）組合大会に付議

されて否決された場合には効力を失う（解除

8) 中窪裕也「企業別組合と協約法理」角田邦重ほか編『労働法の争点（第 3版）』（有斐閣，2004）96 頁，特に 98頁。

9) 菅野・前掲注 7) 498 頁，西谷・前掲注 1) 321 頁，大阪白急タクシー事件仮処分異議審判決―大阪地判昭和 56年 2

月 16 日労判 360 号 56 頁。

10) 東京地判平成 11年 8月 20 日労判 769 号 29 頁，東京高判平成 12年 7月 26 日労判 789 号 6頁。なお，この事件は

上告されたが，上告受理申立て不受理で実体判断はなされなかった（最決平成 12年 11 月 28 日労判 797 号 12 頁）。
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条件付き），という趣旨と解釈することもでき

る 11)。あくまで規約の解釈であるので，とっ

かかりとなる条項がある場合や確立した慣行に

よって規約が補充されたと考えられる場合など

非常に限られた場合ではあるが，このような解

釈ができることもある。個別の事案に応じて，

組合員の意思，組合内部の運用・慣行，規約の

文言，規約の趣旨等を踏まえて，解釈される必

要がある。そのような例外的な場合には，協約

締結権限が肯定されることもある。

なお，協約締結権限の瑕疵については，組合

代表者の代理権制限の第三者への効力（労組

法 12条，民法 54条）を使用者側が問題とで

きるか，という論点も存在する。この点につい

ては，使用者の善意・悪意にかかわりなく，民

法 54条の適用を排除するのが通説である 12)。

同条は，第三者との経済的な取引行為に適用さ

れるものであって，取引安全を保護する趣旨

である。交渉相手が決まっており，労働条件を

話し合う労使間の団交にこの条文を適用するの

は，妥当ではない。したがって，この点を問題

にする必要はない。

Ⅳ．学説の概観

さて，いよいよ不利益変更された労働協約の

効力をどのように司法審査するかという本論に

入っていきたい。最初に学説を概観する。

学説上は，なんらかの形で司法審査をすべき

とするものが多数である。しかし，どのような

基準で審査すべきか，という点について議論は

収斂していない。（１）労働協約の締結過程に

光を当てて，手続的な観点を重視して審査すべ

きとするもの，（２）労働協約の内容の合理性

に光を当てて，内容的な観点を重視して審査す

べきとするもの，（３）手続と内容の両面を重

視して審査すべきとするもの，に大きく分かれ

ている。また，（４）司法審査を原則加えるべ

きでないという主張も有力である 13)。

１　手続重視説（菅野・荒木説）

まず，労働協約は労使間交渉によるものであ

り，労使自治を尊重する見地から，労働協約が

不利益に変更された場合でもその内容にまでは

原則立ち入らず，組合内の意見集約手続など手

続的な観点からの司法審査にとどめるべきだと

いう主張がある 14)。

(1) 菅野説

菅野教授は，「労働組合が有する協約締結権

限にも，組合員の授権のうえでの要件（制約）

が存在する。たとえば，経営危機の打開策とし

て従業員全体についての異例の不利益措置（賃

金引下げ，労働時間延長，等）を協約化するよ

うな場合には，組合は，ことがらの性質に応じ

て，通常の団体交渉プロセスとは異なる特別の

集団的な意思集約（授権）の手続（組合員大会

での特別決議，組合員投票など）を踏む必要が

ある。また，労働条件制度の改革などにおいて，

組合員（従業員）の一部集団に特に不利益が及

ぶ措置を協約化する場合には，当該組合員（従

業員）集団の意見を十分に汲み上げてその不利

益の緩和に努めるなど，組合員（従業員）全体

の利益を公正に調整する真摯な努力をすること

が必要となる。」15) と説く。

もっとも，労働協約の内容を審査することも

例外的に肯定し，「一部組合員（従業員）に特

に不利益な協約については，内容に著しい不合

11) この考え方を提唱するのは，毛塚勝利「判批」（中根製作所事件）労働判例 801 号 5頁（2001），特に 8頁。

12) 菅野・前掲注 7) 465 頁，西谷・前掲注 1) 321 頁，大阪白急タクシー事件仮処分異議審判決。

13) 分類については，根本到「労働協約による労働条件の不利益変更」角田ほか・前掲注 8) 179 頁に従った。

14) 学説の主張する「手続重視」とは，Ⅲ章で述べた協約締結権限の付与手続に問題がないとしても，規範的効力を認

めるためにはより慎重な手続の履践が必要だとする考え方である。協約締結権限の瑕疵を審査すること自体は学説上広く

肯定されており，ここでの問題はより慎重な手続履践を組合に要求するかどうかにある。Ⅲ章において，協約の成立の場

面（協約締結権限の瑕疵論）と協約の効力の場面（本稿にいう「協約自治の限界」）を分けたのはこのためである。

15) 菅野・前掲注 7) 523 頁。
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理性がないかどうかの判断を付け加えるべきで

あろう。」16) とする。

(2) 荒木説

荒木教授は，「将来にわたる労働条件を規律

すべく労使交渉を通じた利益調整の末に到達し

た協約に裁判所が直接広範に介入することは，

労使自治による労働条件規制を基本に据える憲

法 28条，労組法の本旨に照らして妥当ではな

い。このような観点からは，労使交渉の過程で

瑕疵のない利益調整がなされたか，という手続

審査を中心に考える立場が妥当であろう。」17)

と説く。

「もっとも，手続審査を中心とする説も，内

容審査を一切認めないわけではない。また，手

続審査といっても，そこで要求される手続は必

然的に，変更内容の不利益の程度に応じたもの

となる。つまり，大きな不利益を課す協約（こ

れは協約内容の相当性を疑わせる）であればよ

り慎重な集団的意思確認・利益調整が要請され

ることになる。」18) とし，内容審査を加味する

立場をとる。

２　内容重視説（下井・毛塚・諏訪説）

次に労働協約の内容の合理性を審査すべきで

あるとの主張がある。もっとも，その基準につ

いては以下のように見解が分かれている。

(1) 下井説

下井教授は，手続面の審査については，労組

法 5条 2項各号による制約のほかは組合自治

に委ねるべきであるとして，組合規約所定の手

続が遵守されていれば規範的効力は否定される

ことがないとする。

他方，内容審査については，「協約内容が労

働者の労働組合および団体交渉への合理的期待

に著しく反すると判断される場合には規範的効

力を否定する，という考え方」をとるとし，「使

用者との交渉から生み出される『内容』に関し

ては，『集団的規制と個人利益の調整の必要性』

あるいは『組合の『公正』代表の要請』からして，

労使の集団的自治に委ね切れない場合が少なか

らずあると考えられる。そのような場合につい

ては，あえて労使自治に制約を加えて協約の規

範的効力を否定しなければならない。」とする。

そして，内容の合理性は，「当該ケースの諸

般の事情からの『総合判断』によるほかない」

が，「就業規則変更の場合よりも，いわば緩や

かな基準によって『合理性』の有無判断が行わ

れるべきことは当然である。」とする 19)。

(2) 毛塚説

毛塚教授は，「労働協約において労働条件が

定められた場合，労働協約上特段の留保がなさ

れていないかぎり，労働者は通常その労働条件

の存在を前提に生活を営むが，協約の不利益変

更はこの労働条件の存続と改善に対する信頼に

背くものである。とすれば，労働協約の不利益

変更において問題にされるべきは，……それが

従来の協約の存続に対する労働者の信頼をどこ

まで配慮したものになっているかだといえる。

……その意味で，労働協約における労働条件の

不利益変更については，かかる信頼保護の原則

（Vertrauensprinzip）からの法的審査が及ぶも

のというべきであろう。」20) と説く。

ただし，毛塚教授は手続審査も肯定している

ようである 21)。

(3) 諏訪説

諏訪教授は，「労働者が組合加入に際して組

合に期待するところ，また，労働組合が本来的

16) 菅野・前掲注 7) 524 頁。

17) 荒木尚志『雇用システムと労働条件変更法理』（有斐閣，2001）273 頁。

18) 荒木・前掲注 17) 274 頁。

19) 下井隆史「労働協約の規範的効力の限界―『有利性の原則』，『協約自治の限界』等の問題に関する若干の考察―」

甲南法学 30巻 3＝ 4号 343 頁（1993）〔362 頁以下〕。

20) 毛塚勝利「集団的労使関係秩序と就業規則・労働協約の変更法理」季刊労働法 150 号 143 頁（1989）〔151 頁〕。

21) 毛塚・前掲注 11) 10 頁は，「改訂協約の内容審査は，労働条件規制のあり方としての妥当性を議論するものである

から，実際には内容，手続きにわたる総合的な判断にならざるをえないであろう。」とする。
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に使命とするところなどを考慮するならば，組

合の結ぶ協約によって特定の労働者・労働者た

ちの労働条件が低下するということはあくまで

も例外的であり，そこには組合目的の達成とい

う観点からする合理的な理由が必要である。こ

のような合理的な理由（それには，相応の補償

措置なども含まれる）を欠く場合には，あるい

は組合目的達成に必要な合理的範囲を超えてい

るものとして，あるいは多数決により一部労働

者についてのみこのような不利益措置がとられ

たとしたならば組合員の均等待遇の原則（組合

員が組合に対して有する重要な権利）の違反と

して，少なくとも統制力の行使は許されず，し

たがって，規範的効力が認められるとしても片

面的でしかありえないこととなる。」22) と説く。

３　内容・手続重視説（西谷・道幸説）

労働協約の内容と労働協約締結過程の手続の

両面から審査すべきとする主張として以下のも

のがある。

(1) 西谷説

西谷教授は，「労働者は労働条件の維持・改

善のための活動をこそ期待して労働組合に加入

しているのであって，労働組合が労働協約の締

結を通じて全部または一部の組合員の労働条件

を引き下げるのはそうした期待に反することで

あるし，また実際に異例のことであるにちがい

ない。したがって，まず第一に，労働条件の不

利益変更を内容とする労働協約の締結・改訂に

あたっては，通常の場合よりも慎重な手続が要

求されると解すべきである。具体的には，組合

員全員の実質的な参加を保障する民主的な手続

（組合大会，代議員大会，全員投票など）による，

事前もしくは事後の承認が必要とされよう。」

「しかし，とくに一部の組合員に甚だしい不

利益を課すような協約条項は，いかに民主的な

手続を踏んで締結されたにしてもなお，規範的

効力を付与されるべきではない。……そこで，

一定範囲においては，裁判官による協約の内容

審査が不可欠となるのである。……〔内容審査

の基準については〕私は，端的に，組合員の実

質的平等の原則に，内容審査の根拠と基準を求

めればよいと考える。」23) と説く。

(2) 道幸説

道幸教授は，「まず，原則として，協約によ

る不利益変更は本来予定されていなかった事態

であり（今後は別かもしれない），またそれに

よる個別組合員への影響も多大なものがある。

したがって，個別組合員の意向を十分かつ公正

に反映する内部手続が要請される。」とする。

そして，不利益変更の内容・パターンを二つ

に分ける。一つは不利益変更が組合員一律の場

合であり，もう一つは特定グループのみの場合

である。前者の場合につき，「協約の最終規定

についての全組合員によるチェックが原則とさ

れる。したがって，執行部に対する事前委任，

包括委任は許されない。もっとも，具体的チェッ

クの仕方は，全体的な意思確認がなされること

を前提に，組合規約に従う。」とする。

後者については，前者の要件をクリアーした

うえで，特定のグループが職種や地域との関連

において独自に労働条件を決定することに合理

性がある場合と，ない場合に区分する。そのう

ち後者については，「組合全体の意向によって

その労働条件につき不利益変更をすることを決

定する前提に欠ける。したがって，当該協約

規定に規範的効力は認められない。」とする。

前者については，「このような特定グループに

ついては，そのグループだけについての不利

益変更をグループ独自に決定することが許され

よう。もっとも，内部手続的には当該グループ

独自に決定することが規約上明確に定められて

いることが前提になる。組合員多数による合意

とともに当該グループの多数による決定があれ

ば，当該協約に規範的効力が認められる。」24)

22) 諏訪康雄「労働協約の規範的効力をめぐる一考察―有利原則の再検討を中心として―」久保敬治教授還暦記念『労

働組合法の理論課題』（世界思想社，1980）179 頁〔200 頁〕。

23) 西谷・前掲注 1) 348 頁。
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とする。

４　司法審査抑制説（大内説）

最後に，原則として，司法審査を行うべきで

はないとする大内教授の主張がある。

組合内部の問題は，できるだけ自治的な処理

に委ねられる方が望ましいこと，現行労働法は

労働条件の形成が労使により自主的に行われる

ことを要請していると解すべきことから，「裁

判所は，その関与が労使の自主的な労働条件形

成という原則や組合自治に反するとはいえない

例外的な事情がある場合，具体的には，民主

的な意思形成過程の機能が重大に損なわれてお

り，かつ，そのことが明白であるという場合に

のみ，当該協約の適用に反対している組合員に

対する労働協約の拘束力を否定することができ

ると解すべきである。」

「他方で，このように労働協約の締結過程の

民主性に対する裁判所の審査を抑制的なものと

すべきとしても，そのことが協約の内容面での

審査を積極的に認めるべきという考えに結びつ

くものではない。労働協約により形成された労

働条件の拘束力は，労働者の任意の組合加入と

いう私的自治原理により正当化されてきている

のであり，それ以上に裁判所の介入を必要とす

る事情はないと解すべきである。」25) と説く。

Ⅴ．学説の整理

このように学説においては多様な主張がなさ

れているが，全体として一定の共通項も見出さ

れる。ここでは細かい違いを捨象して，自分な

りの視点で一定の共通項を抽出してみたい。

第一に，学説が考える慎重な手続には２方向

のものがあるように思われる。一つは組合大

会での全員投票を理想とする「全組合員による

チェック」26) の方向であり，もう一つは個別

の組合員（または特定グループの組合員）に対

する意思確認・意見聴取等の方向である。前者

が組合全体の民主性を追求しているのに対し，

後者は民主性の追求によっては保護されない少

数者の意見汲み上げを目的としている。前者を

後者が補完するという位置づけである。菅野説

や道幸説においてこの切り分けが見られる。

第二に，協約が組合員全体に対して不利益と

なる場合（全体不利益事案）と組合員の一部（多

くの場合，少数者）のみに不利益となる場合（一

部不利益事案）を峻別し，審査方法を変える学

説が多い 27)。全体に対する不利益の場合と，

一部に対する不利益の場合では，組合員の利害

状況が異なるという認識が基礎にあるものと思

われる。この認識が審査方法に影響を与え，手

続面に反映させると，全体不利益事案に対応す

るのが上記の全体の民主性を追求した手続，一

部不利益事案に対応するのが個別性を追求した

手続ということになろう。

第三に，一部不利益事案については，内容審

査を肯定する説が有力である。手続重視の学説

にもこの場合には内容審査を肯定するものがあ

る。菅野教授はこのような場合に不合理性の観

点から内容が審査されるとしている 28)。この

理由は，一部不利益事案の場合，手続審査に限

界があると考えることにあるように思われる。

西谷教授は，不利益を受ける組合員とそうでな

い組合員がある場合には，構成員の同質性を前

提とする多数決原理は信頼できず，内容審査が

要請されると指摘する 29)。道幸教授も，組合

内で「明確に利害（意見ではない）が対立した

場合に，利害対立に相当な理由があり，かつ対

24) 道幸哲也「労働協約による労働条件の不利益変更と公正代表義務（４・完）―判例法理の検討と公正代表義務法理

の再構築―」労働判例 857 号 5頁（2003）〔8頁〕。

25) 大内伸哉『労働条件変更法理の再構成』（有斐閣，1999）301 頁。

26) 道幸・前掲注 24) 9 頁。

27) 菅野，西谷，道幸の各説は明示的に二つの類型を分けている。

28) 菅野・前掲注 7) 524 頁。

29) 西谷・前掲注 1) 349 頁。
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立に応じた公正な内部的調整・決定方法が完備

している場合を除いて，労働組合自身が個別労

働者の利益を公正に調整し得ず，代表性に欠け

る」とし，手続審査を断念する 30)。ただし，

どの説においてもここで限界があるとされる手

続は民主的手続が想定されており，個別的手続

までを否定するのかは論者により異なる。菅野

教授は個別的手続を要求したうえで，内容審査

をも求めている。

第四に，全体不利益事案では，規約所定の手

続より慎重な手続の履践が必要であるとする学

説が多数である。手続重視の菅野・荒木説はも

ちろん，手続内容両重視の西谷・道幸説もより

慎重な手続審査を肯定する。一部不利益事案で

は手続審査に懐疑的な見解が多いこととは対照

的となっている。全体に不利益を課す場合には，

まさに多数決原理によって団体の意思を決する

ことができ，それが妥当であると考えられてい

るからであろう。したがって，ここで想定され

ている手続は組合全体についての民主的手続で

あって，個別的手続ではない。規約より慎重な

手続を要求する理由は，不利益変更が一般に組

合員の期待に反するとか，異例の事態であるか

らとされる 31)。

以上を整理すると，①組合員の全体に対する

不利益変更であるか，一部に対する不利益変更

であるかに二分したうえで，②その類型に応じ

て審査基準を変え，③前者については規約より

慎重な手続を要求し，④後者については一定の

内容審査を認める（さらに個別的な手続審査を

認める説もある），となる。

Ⅵ．学説の問題点

ここでは前章の学説の整理を基に，考えられ

る問題点を実際の裁判例とも対照しながら指摘

していきたい。なお，裁判例については次章で

詳しく紹介することとし，ここでは必要な範囲

で言及するにとどめる。

(1) 第一に，全体不利益事案と一部不利益事

案に二分する考え方についてであるが，この二

分法はどこで二分するか大変難しいうえに，現

実の裁判例の事実によるとほとんどが後者に分

類されるのではないかという問題がある。

裁判例の多くの事案は，経営難・高年齢層の

労務費上昇・定年延長といった理由に対応して，

高年齢層の賃金・退職金を抑制するというもの

である。東京都十一市競輪事業組合事件 32)，

東海旅客鉄道（出向命令）事件 33)，中根製作

所事件，日本鋼管（賃金減額）事件 34)，鞆鉄

道事件 35)，兼松（男女差別）事件 36) がその例

である。それ以外のものでは，茨木高槻交通

（賃金請求）事件 37) が２種類ある賃金制度のう

ちの一方のみを対象とする不利益変更の事案で

ある。神姫バス事件 38) は，事務補職にあった

組合員のみの不利益変更である。朝日火災海上

保険（石堂・本訴）事件 39) は，鉄道保険部出

身の組合員のみに対する定年引き下げの事案で

ある。すると，これらは単に引き下げられた労

働条件とその対象から見る限り，一部不利益事

案といえそうである 40)。逆に全体不利益事案

というのがどういうものなのかははっきりしな

い。おそらく，組合員全員に対し，賃金一律５％

30) 道幸・前掲注 24) 9 頁。

31) 菅野・前掲注 7) 523 頁，西谷・前掲注 1) 348 頁，道幸・前掲注 24) 8 頁。

32) 東京地判昭和 60年 5月 13 日労判 453 号 75 頁。

33) 大阪地決平成 6年 8月 10 日労判 658 号 56 頁。

34) 横浜地判平成 12年 7月 17 日労判 792 号 74 頁。

35) 広島地福山支判平成 14年 2月 15 日労判 825 号 66 頁，広島高判平成 16年 4月 15 日労判 879 号 82 頁。

36) 東京地判平成 15年 11 月 5日労判 867 号 19 頁。

37) 大阪地判平成 11年 4月 28 日労判 765 号 29 頁。

38) 神戸地姫路支判昭和 63年 7月 18 日労判 523 号 46 頁。

39) 最高裁判決は前掲注 6) 参照。第一審は，神戸地判平成 5年 2月 23 日労判 629 号 88 頁。控訴審は，大阪高判平成 7

年 2月 14 日労判 675 号 42 頁。

40) しかし，道幸・前掲注 24) 8 頁は不利益対象の「一律」概念に幅があるとし，「差別状態の平準化の場合は優遇措

置を受けていた特定グループのみが不利になるが，ここでは一律と解しておきたい」とする。これは，朝日火災海上保険
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減額といったものや，所定労働時間の一律延

長といったものが考えられているのであろう。

しかし，これに該当すると思われるのは竹中工

務店（賃金差別等）事件 41) ぐらいしか見当た

らない。その竹中工務店（賃金差別等）事件で

さえ，成果主義賃金を導入するという事案であ

るので，組合員相互間での不利益の幅は一律で

はなく（もしかしたら利益を受けているものも

いるかもしれない），本当に学説の想定する組

合員全体に対する不利益変更の事案であるのか

不明である。純粋に全員一律に労働条件を不利

益変更するという事案は裁判例上見つからない

し，（想像に過ぎないが）実際にもほとんどな

いのではなかろうか。結局，全員一律に不利益

を与える場合を全体不利益事案とすると，該当

する事案がほとんどなく，分類の意味があまり

ないと思われる。

ここまでの疑問は，分類が為にする分類と

なっているのではないか，というものである。

しかし，分類そのものが可能なのか，という分

類それ自体に対する疑問が次に生じる。前の段

落では，ある労働条件について単に形式的に不

利益変更を受ける対象労働者が一部であれば，

一部不利益事案と考えた。では，対象となって

いない労働者も別の労働条件において不利益を

受けているときはどうなるのか。たとえば，一

部組合員は賃金を減額され，他の組合員は退職

金の支給基準率を減らされた場合である。前者

が訴訟を提起した場合に，これを前者のみに対

する一部不利益事案と扱ってよいのか。この場

合の組合員間の利害関係というのは，竹中工務

店（賃金差別等）事件のように，ある一つの労

働条件を組合員間で不均一に不利益変更した場

合と大差ない。どちらも，組合員全員が不利益

を受けているが，不利益の度合いが違うとい

う点では同じである。すると，竹中工務店（賃

金差別等）事件を全体不利益事案と考えると，

一部不利益事案との有意な差異はないことにな

り，竹中工務店（賃金差別等）事件を全体不利

益事案と考えないのであれば，全体不利益事案

に該当するのはまさに純粋に組合員一律の不利

益変更の場合だけという最初の疑問に返ってく

ることになる。

結局，不利益変更を一部に対するものと全体

に対するものと分けることは，組合という団体

から少数者の権利を保護するという趣旨からは

理解できるものの，実際に分けることは困難で

ある。

(2) 第二に，協約の不利益変更一般について

規約より慎重な手続を要求する点について触れ

ておきたい。不利益変更の場合に慎重な手続を

課すべきであるということは学説上広く支持さ

れている。これを前提とすると，何をもって不

利益変更と考えるかという大問題を考える必要

が出てくるという問題がある。しかし，この点

は解決可能である。この問題は現在でも存在す

るにもかかわらず，裁判例で先鋭な対立が生じ

ている事案は見当たらない。裁判例においては，

不利益が含まれており，それが主張されている

のであれば，不利益変更と考えているからであ

る。この点はⅧ章 (1) で再論する。

(3) 第三に，一部不利益事案で手続を慎重に

する意味がどれほどあるか疑問がある。この場

合，もっとも民主的な手続である組合大会決議

を経たとしても，不利益対象者は反発こそすれ，

納得することなどありえない。基本的に，不利

益を受けない多数者による他人決定だからであ

る。不利益を受ける少数組合員とそれ以外の多

数組合員との間には，少数者の不利益を多数者

が利用して，会社繁栄等長期的な利益を得ると

いう利害が対立しており，組合執行部は利益相

反状況にある両当事者の利益を追求しなければ

ならない状態に陥っている。民主的な手続は同

種の構成員を前提にしてこそ意味があるのであ

り，このような利益相反状況で組合の民主的な

手続を追求しても解決不可能である。ここで，

（石堂・本訴）事件で不利益変更の対象となった鉄道保険部出身者が定年制において優遇されていたことを念頭に置いて，

同事件の不利益変更は組合員一律のものであると整理しているのであろう。

41) 東京地判平成 16年 5月 19 日労判 879 号 61 頁。
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特別多数決を要求したとしても，民主性の基盤

が整っていないという瑕疵が存在することに変

わりはない（また，特別多数決は少数者に拒否

権を与えることにもつながる）。また，種類株

主総会のように，不利益者のみの決議を採るこ

とも考えられ，確かにその決議が可決されれば

問題はない 42)。しかし，否決された場合に協

約の効力を否定するとすれば，今度はそのよう

な少数者に拒否権を与えることが民主性の観点

から許される解決なのか，疑問が生じる。

他方，だからといって，不利益を受けるもの

から，個別に面接して意見聴取するとか，不

利益対象者の集会を開くとかいった個別的手続

を経ていればいいということにもならない。こ

のような手続を踏むことによって，運よく不利

益対象者の集団が納得すればまったく問題はな

い 43) が，納得していないからこそ裁判になる

のである。ここで，ただ個別の手続の履践をもっ

てよしとしてしまうと，常に協約の効力は有効

ということにもなりかねない。組合とすれば，

意見聴取を形だけ踏んで，意見は聞き置くこと

にし，組合大会決議などの手続を踏めば済むか

らである。

以上からすれば，確かに，手続を十分に踏ん

で不利益を受ける少数者の納得（同意するとの

決議）を得られるのであれば，協約の効力を肯

定することができる。この意味においては手続

審査に有用性が認められる。しかし，どこまで

細かく区切れば民主性が機能する程度に不利益

者の同種・同質性を確保できるか問題があるし，

ほとんどの事案では不利益対象者の納得を得ら

れていない。一般的にいって，一部不利益事案

に手続を強化することで対処することには限界

がある 44)。裁判例との関係についてはⅧ章 (3)

ⅲ）で論じる。

Ⅶ．裁判例の概観

前述のとおり（Ⅱ章），かつて裁判例は，労

組法 2条を根拠として組合員個別の授権なし

には不利益な労働条件を定める労働協約の規範

的効力を否定していた（大阪白急タクシー事件

決定，北港タクシー事件判決）。しかし，この

ような裁判例は学説の批判を浴び，その後の裁

判例は不利益に変更された労働協約も原則とし

て規範的効力を有するとしている（日本トラッ

ク事件地裁・高裁判決，朝日火災海上保険（石

堂・本訴）事件最高裁判決）。そのうえで，例

外的に規範的効力を否定する場合を認めるのが

判例である。ここでは，朝日火災海上保険（石

堂・本訴）事件最高裁判決を境目として，その

前後の時期の裁判例，そして同最高裁判決につ

いて，裁判所の考え方を概観する。

１
　朝日火災海上保険（石堂・本訴） 

事件最高裁判決以前

判例が，例外的に規範的効力の否定される場

合を認めているとしても，どのような基準で否

定するかについては，裁判例によってまちまち

であった。日本トラック事件地裁判決は，「改

訂労働協約が極めて不合理であるとか，特定の

労働者を不利益に取り扱うことを意図して締結

されたなど，明らかに労組法，労基法の精神に

反する特段の事情がないかぎり」規範的効力を

有する，との規範を立てた。この判決ではそれ

に続いて，以下の４点につき事実認定している。

①経営の危機的状況に関係する事実，②労働協

42) この集団内部では民主性が健全に機能するからである。不利益対象者の集団的な授権が民主的な手続を経て得られ

ているのであるから，協約の効力は肯定される。したがって，不利益対象者の大多数が納得している場合に，ほんの少数

の反対者が訴訟を起こした場合には手続審査によって協約を有効とできる。この意味では手続審査は有用である。ただし，

組合員のどの範囲で同種・同質性が肯定されるのかという問題は別にある。

43) 納得は同種・同質の不利益対象集団の民主的な手続による同意で足りる。個別の同意は必ずしも必要ない。前掲注 

42) 参照。

44) もっとも，仮に結果が変わらないとしても，手続を履践すること自体に意味があると考えることもできる。不利益

対象者が納得する可能性が１％でもあれば，手続を踏むことで公正性が高まるからである。しかし，現実に公正性が高ま

るような内部手続を仕組めるか，仕組めるとしても要求できるか，問題が多い。
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約締結手続に関する事実（組合員に対する組合

執行部の対応状況），③労働組合執行部の認識・

意図に関する事実，④労働協約変更の内容の合

理性に関する事実（不利益変更部分が他の変更

部分と整合していること，不利益に変更された

労働条件には合理的理由があること）である。

そして，結論部分では，「労働協約の締結……

には，特に原告を差別的に取扱う意図はもとよ

り，その他格別合理性を欠く事情も認められな

い。」とする。①④から労働協約の内容を審査し，

②から手続を審査していると考えられ，そこか

ら「その他格別合理性を欠く事情も認められな

い」と結論している。この判決の注目すべき点

は，労働協約締結当事者の差別的な意図を重要

視していることである。③の事実はこの点に関

する事実認定であり，結論部でも「差別的に取

扱う意図はもとより…認められない」と述べら

れている。なお，この日本トラック事件は控訴

されているが，控訴審でも上記判旨部分は引用，

是認されている。ほぼ同様の判断枠組みを提示

するものとして，東京都十一市競輪事業組合事

件判決がある。

神姫バス事件判決は，「一定の労働者に対し

て賃金の切り下げになるなど著しい労働条件の

低下を含む不利益を認容する労働協約を締結す

るような場合には個々の労働者の授権まで必要

とはいえないけれども労働組合内部における討

論を経て組合大会や組合員投票などによって明

示あるいは黙示の授権がなされるなどの方法に

よってその意思が使用者と労働組合の交渉過程

に反映されないかぎり組合員全員に規範的効力

が及ぶものではないというべきである。」と判

示した。日本トラック事件地裁判決の判示とは

異なり，主に組合内部の意見集約手続を審査し

ている。手続審査を重視する方向の判決である。

もっとも，組合大会や組合員投票は行われてい

ないにも関わらず（組合大会に次ぐ決議機関で

ある組合委員会決議があるだけである。これは

規約上も必要とされている），結論としては労

働協約の規範的効力を肯定しており，規約上要

求される手続以上に何らかの手続が必要とされ

る趣旨なのかは不明である。

更生会社日魯造船事件判決 45) は，「退職金等，

労働者にとって重要な労働条件について，労働

協約が不利益に変更されたときには，特に高度

の合理性が要求されることは，就業規則の変更

について述べたところと同様」であるとして，

就業規則変更の場合と同様の審査方法をとる。

しかし，就業規則と同様の判断基準を用いるこ

とには学説上，批判が強い 46)。

東海旅客鉄道（出向命令）事件決定は，「労

働協約は，労働組合が組合員の意見を公正に代

表して締結したと認められる限り，たとえ従

前の労働条件を切り下げる内容のものであって

も，……いわゆる規範的効力を有するものと解

するのが相当である。」として，公正代表の観

点から審査する。

安田生命保険事件判決 47) は，結論部分で，

組合では「内部諸機関での慎重な討議・検討を

経たうえ，所定の手続を踏んでこれを締結した

ものであり，右締結過程に明白かつ重大な手続

的瑕疵も認めがたく，原告が特定の労働者とし

て不利益に取り扱われた事情も認められないこ

とに照らすと」，労働協約の規範的効力は認め

られるとしている。これは，手続・内容の両面

から審査する趣旨であろうが，規範的効力が否

定されるのは極めて例外的な場合に限られるよ

うな判示となっている。

朝日火災海上保険（石堂・本訴）事件地裁判

決は，「労働協約のいわゆる規範的効力（労組

法一六条）は，……その内容が労働条件の切り

下げにより個々の組合員に不利益なものであっ

ても，それが標準的かつ画一的な労働条件を定

立するものであり，また労働組合の団結権と統

制力，集団的規制力を尊重することにより労働

者の労働条件の統一的引き上げを図ったものと

45) 仙台地判平成 2年 10 月 15 日労民集 41巻 5号 846 頁。

46) 菅野・前掲注 7) 524 頁〔注 12〕など。

47) 東京地判平成 7年 5月 17 日労判 677 号 17 頁。
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解される労組法一六条の趣旨に照らして，特定

の労働者を不利益に取り扱うことを積極的に意

図して，締結されたなどその内容が極めて不合

理であると認めるに足りる特段の事情がない限

り，不利益を受ける個々の組合員にも及ぶこと

は明かである。」「そして，労働協約の内容が極

めて不合理であると認めるに足りる特段の事情

があるか否かを検討するについては，労働協約

の締結，改定によって個々の組合員が受ける不

利益の程度，他の組合員との関係，労働協約締

結，改定に至った経緯，労働協約中の他の規定

との関連性（代償措置，経過措置），同業他社

ないし一般産業界の取扱との比較などの諸事情

を斟酌して総合的に判断しなければならない。」

とし，控訴審もこれを是認する。これは内容の

合理性を全面的に審査する判示であると考え

られる。その考慮要素は非常に広範に及び，代

償措置や同業他社等の取扱いをも総合判断の中

に取り込むことを明言している点で特徴的であ

る。

２
　朝日火災海上保険（石堂・本訴） 

事件最高裁判決

労働協約の不利益変更の司法審査に関して，

最高裁として初めて判断を示したのが，朝日火

災海上保険（石堂・本訴）事件最高裁判決であ

る。現在までの間，他に実体判断を下した最高

裁判決は出されていないので，唯一の最高裁判

決として判例として非常に重要な意味をもって

いる。そこで，以下，やや詳しく述べることと

する。

同判決は，一般論として規範を定立している

わけではないものの，結論部分で「本件労働協

約は，上告人の定年及び退職金算定方法を不利

益に変更するものであり，……これにより上告

人が受ける不利益は決して小さいものではない

が，同協約が締結されるに至った以上の経緯，

当時の被上告会社の経営状態，同協約に定めら

れた基準の全体としての合理性に照らせば，同

協約が特定の又は一部の組合員を殊更不利益に

取り扱うことを目的として締結されたなど労働

組合の目的を逸脱して締結されたものとはいえ

ず，その規範的効力を否定すべき理由はない。」

と判示して，規範的効力を肯定している。

「同協約が締結されるに至った以上の経緯」

という判示は，組合の内部手続を指しているも

のであり，手続審査の部分である。「当時の被

上告会社の経営状態」は労働協約不利益変更の

必要性，「同協約に定められた基準の全体とし

ての合理性」は労働協約内容の妥当性・相当性

を指すもので，両者合わせて内容審査の部分と

なっている。そのうえで，「同協約が特定の又

は一部の組合員を殊更不利益に取り扱うことを

目的として締結されたなど労働組合の目的を逸

脱して締結された」とはいえないとする。つま

り，判示されたところをまとめると，規範的効

力が否定されるのは，労働組合の目的を逸脱し

て労働協約が締結された場合であり，その目的

の審査にあたっては，手続（組合の内部手続）・

内容（協約変更の必要性・相当性）の両面から

審査される，ということになると考えられる。

特定または一部の組合員を殊更不利益に取り

扱うことを目的とする場合に規範的効力が否定

されることは，日本トラック事件地裁判決・安

田生命保険事件判決・本事件地裁判決なども繰

り返し指摘するところである。ところが，「労

働組合の目的」を持ち出している点では，従来

の裁判例と異なる 48)。問題は，「労働組合の目

的」が何を意味する概念であるか，であるが，

最高裁は，この点について，何ら敷衍していな

いので，その趣旨は不明である。

朝日火災海上保険（石堂・本訴）事件最高裁

判決は，一定の判断基準を示したものの抽象的

な次元にとどまり，具体的にどのような観点を

重視して判断するかまでは明らかにするもので

はなかった，と評価することができる。

48) この点を指摘する文献として，村中孝史「判批」（朝日火災海上保険（石堂・本訴）事件最高裁判決）平成９年度

重要判例解説〔ジュリスト臨時増刊 1135 号〕223 頁（1998），特に 225 頁。
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３
　朝日火災海上保険（石堂・本訴） 

事件最高裁判決以後

朝日火災海上保険（石堂・本訴）事件最高裁

判決以後の裁判例は，全体的に内容・手続の両

面から総合的に審査するものが多い。同最高裁

判決を引用したものとして，日本鋼管（賃金減

額）事件判決は，労働組合の目的を逸脱してい

る場合の規範的効力を否定する。そして，この

判断にあたっては，「組合員に生じる不利益の

程度，当該協約の全体としての合理性，必要性，

締結に至るまでの交渉経過，組合員の意見が協

約締結に当たってどの程度反映されたか等を総

合的に考慮することが必要である。」とする。

この判旨では，朝日火災海上保険（石堂・本訴）

事件最高裁判決よりも，手続・内容の両面から

審査をすることが明らかにされている。この判

決によれば，「労働組合の目的」という概念は

さほど意味のある概念ではなく，手続・内容を

審査したうえで「協約自治の限界」を逸脱して

いると評価されれば労働組合の目的を逸脱した

ということになろう。労働組合の目的というこ

とから，特に内容面の審査を重視するというこ

とではないようである。

同様に，朝日火災海上保険（石堂・本訴）事

件最高裁判決を引用するものとして，兼松（男

女差別）事件判決がある。「労働組合の目的」

という言葉を使っていないことを除けば，同最

高裁判決の判旨をほとんどなぞったうえで，手

続・内容の両面から審査している。鞆鉄道事件

地裁・高裁判決，竹中工務店（賃金差別等）事

件判決も，同最高裁判決を引用してはいないも

のの，手続・内容の両面から審査を行っている。

手続面を重視して審査したものに，茨木高槻

交通（賃金請求）事件判決がある。「不利益な

協約であっても，組合内での協議を経るなどし

て集団的な授権に基づいて締結されたものであ

る限り，これに反対し，労働条件を不利益に変

更された組合員に対しても規範的効力を及ぼす

ものというべきである。」とし，続けて協約締

結過程について検討している。もっとも，内容

面からまったく審査していないわけではなく，

公序良俗に反するかという側面から，内容審査

も行っている。

これらの中で，やや特殊な事案として中根製

作所事件がある。これは，経営悪化のため，53
歳以上の賃金を協約で切り下げた事案である。

協約締結の際，労働組合は規約で要求されてい

る組合大会を開いていなかった。そこで，そも

そも協約締結当事者である組合代表者に協約締

結権限があったのか否かという点が問題となっ

た。

地裁判決は，「労働協約の締結に際し，二〇

年以上も組合大会が開催されたことはなく，職

場会における意見聴取，代議員会の決議を行う

という方法で労働協約の締結をしてきたという

実態に照らせば，組合大会が開催されなかった

からといって，本件労働協約が直ちに無効であ

るとするのは相当でない。ただ，右のように，

組合大会で決議せず，代議員会の決議のみで労

働協約の締結がなされてきたという実態は，組

合大会を開催するまでもなく，代議員会の決議

だけで，組合大会に代えることのできる程度に

各組合員の意見が反映され，各組合員が代議員

会に対し，労働協約締結の権限を委任している

ことを前提として是認されてきたものと解する

べきである。したがって，少なくとも，労働協

約の締結に関し，右のような前提を欠くとすれ

ば，そのような労働協約には，規範的効力が発

生しないと解するのが相当である。」とし，本

件で行われた代議員会決議は，「各組合員の意

見を反映し，各組合員が労働協約締結の権限を

委任して行われたものということはできない」

から，規範的効力は生じないと判示している。

つまり，組合規約が組合大会決議を要求する趣

旨は，組合員の意思を反映することであり，そ

の趣旨に背かない限り，長年代議員会決議で代

用されてきた慣行に鑑みて，代議員会決議でも

協約締結権限に瑕疵はない。しかし，本件では

その趣旨に反するような手続しか行われていな

いから，協約締結権限を認めることはできない，

したがって協約は無効，という考え方のようで

ある 49)。

高裁判決は，よりストレートに，「労働協約
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の締結は組合大会の付議事項とされているとこ

ろ，本件労働協約締結にあたって組合大会で決

議されたことはないから〔証拠略〕，本件労働

協約は，労働組合の協約締結権限に瑕疵があり

無効といわざるを得ない。」として，協約締結

権限の瑕疵から労働協約の無効を導いている。

この中根製作所事件の２つの判決は，前述の

多くの裁判例と異なり，規約に従った手続が履

践されているか，言い換えれば，使用者との協

約締結にあたった組合代表者の協約締結権限が

認められるかという観点からの審査を行ったも

のである（Ⅲ章参照）。つまり，他の裁判例が

協約の成立自体はひとまず是認しながら，それ

でも不利益を受ける労働者に規範的効力が及ば

ない場合はあるかという「協約自治の限界」の

問題であったのに対し，中根製作所事件両判決

は，そもそも協約が成立しているのかどうかと

いう「協約締結権限の瑕疵」の問題を扱ってい

る。したがって，協約締結権限がないというこ

とになれば，成立において無効な労働協約とい

うことになり，規範的効力はおろか，債務的効

力も認められないということになろう。

４　若干の整理

以上から，裁判例のおおまかな傾向を整理す

る。裁判例は協約審査を二段階に分けて行って

いる。まず，第一段階の審査として，組合代表

者に協約締結権限が欠けていないか（多くの場

合には，規約所定の権限付与手続がきちんと履

践されたか）を問題とする（この協約締結権限

の瑕疵論の内容はⅢ章参照）。中根製作所事件

高裁判決では，その点が厳格に審査され，実際

に結論としても労働協約は無効とされている。

もっとも，以下の２点について注意が必要であ

る。第一に，実際にこの段階が厳格に審査され

た裁判例は中根製作所事件地裁・高裁判決しか

ない。他に，規約違反が認定されたものに鞆鉄

道事件高裁判決があるが，同判決は第一段階審

査を棚上げして，第二段階審査に流している。

この意味で裁判例が二段階審査であると確定し

ているわけではないが，中根製作所事件高裁判

決の影響力は大きいと思われるので，このよう

に整理できる。第二に，規約違反状態で協約締

結をすることは少ないということである。おそ

らく協約締結は実務において慎重になされてい

るのであろう。多くの裁判例の中でも，規約違

反が認定されているのは，上記の３裁判例２事

件しかない。したがって，二段階審査といって

も，重点は明らかに第二段階のほうにある。

次に，第二段階の審査として，本稿にいう「協

約自治の限界」，すなわち協約の有効性を問題

とする。ほとんどの裁判例は不利益変更された

協約の締結過程という手続面 50) と，労働協約

の変更の必要性および変更された内容の相当性

という内容面の両面からの審査を行っている。

ただし，その審査の重点がまちまちであること

は前述のとおりである。なお，第二段階の審査

において，結論として労働協約の規範的効力を

否定したのは，鞆鉄道事件地裁・高裁判決に止

まっており，第二段階の審査は極めて抑制的に

行われているといえよう。

Ⅷ．裁判例の整理 51)

学説の問題点（Ⅵ章）・裁判例の概観（前章）

を踏まえて，以下では裁判例を整理する。

裁判例は前述のとおり（前章），朝日火災海

上保険（石堂・本訴）事件最高裁判決の規範を

引用して，内容・手続の両面から判断するもの

49) 本判決をこのように理解する文献として，諏訪康雄「判批」（中根製作所事件地裁判決）労働判例 771 号 7頁（2000）。

50) この段階での手続審査と第一段階の協約締結権限の瑕疵の審査とでは審査内容がオーバーラップする。その意味で

両者は密接に関連するが，整理のためには分けて考えることが有益である。第二段階で問題となる手続審査は，協約締結

権限に瑕疵がない場合に初めて問題となるものである。したがって，第二段階審査は，組合代表者の協約締結権限に瑕疵

がないことが前提となるので，通常は規約所定の手続が履践されていることになる。第二段階手続審査は，規約の規定よ

り慎重な手続が履践されたかどうかという観点からなされる。本文Ⅲ章および前掲注 14) 参照。

51) この点に関しては，ゼミの指導教員であった中山慈夫弁護士からご指導をいただいた。
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が最近では多い。抽象的な審査基準としてはこ

のようにいえるのであるが，具体的な判断方法

となると，内容を重視していたり，手続を重視

していたり，審査される内容の中身も不ぞろい

であったり，必ずしも統一的な基準にそって結

論を導いているわけではない。ここでは，さら

なる整理を試みたい。なお，裁判例は協約締結

権限と，それを充たした上での手続審査または

内容審査，という二段階の審査を行っていると

前述したが，ここでは専ら二段階目を問題とす

る。

確かに，裁判例の判断方法は具体的な局面に

おいては統一されていない。しかし，一定の方

向性があるように思われるので，以下検討する。

(1) まず，労働協約の不利益性そのものの判

断という大問題がある。この問題はⅥ章で少し

触れたが，補足したい。学説の主張するように，

不利益変更の場合とそうでない場合とで判断基

準を変えるということになれば，判断基準を提

示するために不利益変更かどうかの判断が必要

になる。しかし，協約変更はしばしば不利益な

条項のみでなく利益となる条項も含んでいるの

で，組合員にとって不利益な協約変更かどうか

決定するのは非常な困難が伴う。

この点について，裁判例は必ずしも協約の規

範的効力審査の前段階で判断しているわけでは

ない。協約の効力を検討する前段階で不利益性

を明示している裁判例もあるが，他方で不利益

変更と判示せずに効力を検討する裁判例も見ら

れる。前者は，日本トラック事件地裁判決，神

姫バス事件判決，茨木高槻交通（賃金請求）事

件判決，鞆鉄道事件地裁判決がそうであるが，

後者の裁判例においても事実認定の段階で不利

益性は認定されている。前者の裁判例において

は，不利益変更であることを前提として規範を

定立している点に特徴があるのであるが，だか

らといって後者の裁判例と規範や実際の審査内

容に顕著な違いがあるわけではない。協約締結

過程や不利益の内容を審査した上で，結局，「総

合的にみると，労働者に不利益な内容のもので

はなく」と判示する東海旅客鉄道（出向命令）

事件決定が示すように，裁判例においては前提

問題として不利益性を判断するのではなく，

組合員が不利益性を主張し，実際に一定の不利

益を受けているのであれば，慎重に協約の規範

的効力を判断するという立場をとっているもの

と考えられる。協約の効力を検討する前段階で

不利益性の有無を詳しく検討しているのではな

い。

(2) 学説では，全体不利益事案と一部不利益

事案では，組合員の利害状況を異にするので，

審査基準を変えるとするものが多い。すると，

全体か一部かという切り分けが必要になるが，

これが困難な作業であることは前述の通りであ

る。裁判例においては，この切り分けを協約の

効力を審査する前段階で行うことはしていな

い。切り分けをしていない以上，それによって

判断基準が変わるということもない。

(3) 裁判例は，(1)(2) で判断基準を変える

ことをしていないので，協約の不利益変更事案

はすべて一元的に判断される。抽象的な，つま

り内容・手続のどこに着目して判断するかは

前述のとおりばらつきがある。では，より具体

的なレベルでの判断基準について，裁判例は一

定の統一的な考え方の下に判断しているだろう

か。ここでは具体的な判断要素・方法に着目し

て，統一的な基準を見出せるかどうか考えてみ

たい。裁判例自身は何も説明していないが，一

定の方向性はあるのではなかろうか。内容・手

続のより具体的なレベルにおいて，裁判例が判

断要素・方法を提示するものは，総合考慮とい

うもの以外ない 52)。しかし，以下では，個別

の裁判例の審査方法から，具体的なレベルでの

審査要素・方法を帰納的に読み取ってみたい。

なお，裁判例においては，事実を詳細に認定

した上で，最後にすべての事情を総合考慮して

結論を出すという形式をとっているものが多い

ため，いったいどの事実を重視して結論に至っ

52) 抽象的な判断基準は前述のとおりである。総合考慮を明示的に指摘する裁判例としては，朝日火災海上保険（石堂・

本訴）事件地裁判決，日本鋼管（賃金減額）事件判決。
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ているのか判然としない。そこで以下では主に

結論部の判示を手がかりにどのような判断要素

を重視しているかを抽出した。このような判示

の文言を重視する判例解釈方法は，ここでの裁

判例が単に規範的効力を否定する際のレトリッ

クとして中身のない結論部を示していると考え

ると，有効ではないということになろう。しか

し，裁判例はそれぞれ結論部をわざわざ少しず

つ異なる言い回しで書いているし，その差異は

裁判例の判断が少しずつ異なることに由来する

と考えるので，このような解釈にも合理性があ

ると考える。

ⅰ）差別性・狙い撃ち性

裁判例の中には，不利益を受ける労働者が差

別的・狙い撃ち的に不利益を受けている場合を

問題視するものが多い。日本トラック事件地裁・

高裁判決，東京都十一市競輪事業組合事件判決，

朝日火災海上保険（石堂・本訴）事件最高裁判

決，日本鋼管（賃金減額）事件判決，鞆鉄道事

件地裁・高裁判決がそうである。たとえば，日

本トラック事件地裁判決ではその結論部で「一

連の労働協約の締結…には，特に原告を差別的

に取扱う意図は〔ない〕」として，差別性の有

無を重視している。

ここでいう差別性・狙い撃ち性とは，学説の

言う一部組合員にのみ不利益を課す場合の一部

に対応する。しかし，裁判例では形式的に一部

組合員に不利益を課すのかどうかといった観点

ではなく，実質的に差別的かどうか，狙い撃ち

的かどうかといった観点から判断している。実

質的に判断しているということの意味は，他の

組合員との関係（他の組合員も不利益を受けて

いるのか否か，不利益対象者が優遇されていな

かったのかどうか），組合執行部の協約締結の

目的・意図などを考慮していることにある。

ⅱ）不利益の大きさ

さらに裁判例では不利益の大きさを問題視す

るものも多い。東京都十一市競輪事業組合事件

判決，東海旅客鉄道（出向命令）事件決定，日

本鋼管（賃金減額）事件判決，鞆鉄道事件地裁・

高裁判決，兼松（男女差別）事件判決がそうで

ある。ここにおいて注意すべきは，労働者に単

に不利益となる条項があることのみをもって不

利益の大きさを測っているわけではないことで

ある。日本鋼管（賃金減額）事件判決をはじめ，

経過措置を評価に加えていることが多い。また，

東海旅客鉄道（出向命令）事件決定では，定年

引上げという労働者に有利な事情を評価して，

「総合的にみると，労働者に不利益な内容のも

のではな〔い〕」としている。さらに，裁判例

の中には，同業他社や業界標準といった基準を

持ち出して不利益性の大きさを測るものも存在

する。東京都十一市競輪事業組合事件判決では，

他競輪場や他産業の状況を持ち出して，賃金水

準の不利益の大きさを判断している。つまり，

組合員の受ける不利益を前提として，それに対

するカウンターバランスとなる要素を極力汲ん

だうえで，不利益性の大きさを判断しているの

である。その要素としては，経過措置が重要視

され，他にも有利変更された他労働条件，業界・

他産業の標準などが考慮される。また，労働負

荷との関係に言及するものも存在する。

ⅲ）手続の軽視？

すべての裁判例は，組合のとる手続を何らか

の形で考慮している。ただし，裁判例の手続審

査は以下の二つの点において，特徴的であり注

意を要する。

第一に，裁判例の手続審査においては，協約

締結における組合の内部手続と，組合－使用者

間の交渉手続が混在しているものがある。もち

ろんこの両者は最終的には内部手続を経て集約

された組合員の意見を，組合執行部が団体交渉

においてきちんと反映させたか，という形で密

接に関係するものである。しかし，裁判例の中

には，組合内部の意見集約手続に着目せず，使

用者との交渉経過において誠実に対応している

か，つまりただ使用者のいいなりになっていな

いか，を審査するものがある。東京都十一市競

輪事業組合事件判決がそれである。本来，内部

手続と交渉手続の関係は，内部手続にこそ重点

をおいて審査するべきで，交渉手続は内部にお

いて出された交渉の方向性を組合執行部が忠

実に履践しているかという限りで問題になるに

過ぎない。学説において，手続を重視する説も
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内部手続がきちんと履践されて組合として一定

の結論が出ており，交渉経過において使用者が

その結論に合致する案を提示してきたのであれ

ば，一切反対することなく協約を締結したとし

ても手続上の問題はないとするのではなかろう

か。

第二に，こちらがより重要なのだが，学説の

多くの主張に反して，裁判例においては手続審

査がさほど重視されていない，または機能して

いないと思われる。確かに，すべての裁判例が

何らかの形で協約締結手続に言及している。し

かし，規約違反の中根製作所事件と鞆鉄道事件

を除いて，規範的効力を否定するものは存在し

ない。日本トラック事件地裁判決，東京都十一

市競輪事業組合事件判決，東海旅客鉄道（出向

命令）事件決定ではほぼ組合内部の意見集約手

続に言及することもなく判断しており，手続を

重視していない。これらは，実質的には手続審

査をしていない裁判例とも受け取れる（前述の

通り規約違反は別である）。また，手続を詳細

に認定した上でその手続を問題なしとする裁判

例もある。神姫バス事件は，格下げとそれに伴

う退職金減額，賃金のおよそ 50％の減額とい

う深刻な不利益変更の事案であった。手続とし

て，使用者が従業員に直接説明したこと，不利

益対象組合員１名も参加する社内団交がなされ

たこと，不利益対象組合員の参加する抗議集会

がなされたこと，組合がストを打って不利益対

象組合員が希望すれば他業務転換とする譲歩を

引き出したこと（その結果負う不利益が前記の

ものである），組合委員会（組合大会に次ぐ組

合の機関）決議がなされていること（決議時に

労働条件内容は明らかでなかったが，執行委員

会に一任する決定がなされた），執行委員会が

未決労働条件について使用者と数次にわたり交

渉したこと，が認定されている。しかし，菅野

説が例示するような組合員大会での特別決議や

組合員投票など 53) はなされておらず，詳細の

決まっていない中で行われた組合委員会決議が

なされているだけである。それにもかかわらず，

判決では規範的効力が肯定されている 54)。日

本鋼管（賃金減額）事件判決においては，組合

大会が行われておらず，それに次ぐ機関である

中央委員会での意見集約手続があるだけだが，

規約が組合大会を要求していないことから，規

約上特に問題はないとし，「一般投票や組合大

会の議決を行って全組合員または代議員の直接

多数決による賛否を求めたり，通常の組合にお

ける意見集約の手続に加えて不利益を受ける者

について個別的な意見を聴取する必要までがあ

るとはいい難い。」とする。その上で，協約締

結に組合員の意思がどの程度反映されたかを検

討し，職場毎の討議において，かなり緩やかな

方法で代議員一任とすることも問題ないとして

いる。茨木高槻交通（賃金請求）事件判決も，

「組合内部での十分な討議が尽くされ，労使間

の交渉過程に当該組合員の意思が反映されるこ

と」が満たされる必要があるとしながらも，「組

合内部で十分な討議がされたか否かは組合内部

の問題であって，組合と対立交渉する使用者と

しては通常知り得ないことであるし，いかなる

程度まで討議を尽くすか，労使交渉に当該組合

員の意思をいかなる方法で反映させるか…は，

基本的に組合の自主的な判断に委ねられている

と解すべき」として，手続審査は非常に緩やか

なレベルにとどまっている。

これらの裁判例から考えると，手続をさほど

重視していないといえるのではなかろうか。裁

判例は一方で必ずしも組合大会といった最高の

組合民主主義的機関の議決を要求せず，他方で

不利益対象者の意見聴取手続といった個別的な

手続も要求していない。規約所定の手続がとら

れていれば手続的側面からの審査は十分であ

り，それ以上は一応言及するにとどめるとの立

場をとっているように思われる 55)。

53) 菅野・前掲注 7) 523 頁。

54) 小宮文人「判批」（神姫バス事件判決）日本労働法学会誌 74号 100 頁（1989）は本判決の手続審査を批判し，「本

件協約は手続上無効であり，本件判決の結論に反対せざるを得ない。」（107 頁）とする。



83

 Vol.1(2006.8)  東京大学法科大学院ローレビュー  

ⅳ）裁判例の審査方法と上記３要素の関係

最後に上記の３要素（差別性，不利益の大き

さ，手続）が実際の審査においてどのように用

いられているのか。ここにおいては，３つの裁

判例の方向性が見出せると思われる。

まず，第一群の裁判例においては，差別性を

重視し，不利益の大きさなどを補充的に用いて

いるものがある。日本トラック事件地裁判決は

その結論部において「原告を差別的に取扱う意

図はもとより，その他格別合理性を欠く事情も

認められない。」としており，後段に不利益の

大きさや手続的観点が含まれていることは間違

いないが，前段が否定されれば後段は補充的な

判断要素にとどめると読むことができそうであ

る。そして何より唯一の最高裁判決である朝日

火災海上保険（石堂・本訴）事件最高裁判決が，

あらゆる考慮事項を列挙した上で，「同協約が

特定の又は一部の組合員を殊更不利益に取り扱

うことを目的として締結されたなど労働組合の

目的を逸脱して締結されたものとはいえず」と

判示しており，これは差別性を中心に判断する

趣旨であると解釈できる。これを受けて，兼松

（男女差別）事件判決，竹中工務店（賃金差別等）

事件判決も同様の結論を導く。これらの裁判例

においてはごくおおざっぱにいえば，具体的な

事実認定・評価の段階で不利益の大きさや手続，

組合意図などを読み込んでおき，最終的に結論

部でそれらをすべて勘案すると差別性があるの

かという判断手法をとっているといえる。

次に第二群の裁判例はまさに総合考慮といえ

るもので，あらゆる要素をあげたうえで，結

論部で規範的効力を判断するものである。規範

の段階で総合考慮を明言した朝日火災海上保険

（石堂・本訴）事件地裁判決，日本鋼管（賃金

減額）事件判決は当然結論部でも規範に対応し

たあてはめを行って，規範的効力を肯定した。

ほかにも，東京都十一市競輪事業組合事件判決，

東海旅客鉄道（出向命令）事件決定，鞆鉄道事

件地裁判決がこの群に含まれる。ただし，必ず

しも明瞭に読み取れるわけではないが，この群

の裁判例は総じて不利益の大きさに着目するも

のが多く，差別性に言及するものは少数である。

なお，鞆鉄道事件地裁判決は手続的正当性にも

（付随的に）言及している。

最後に第三群の裁判例は，手続に重きを置く

ものである。神姫バス事件判決，茨木高槻交通

（賃金請求）事件判決，鞆鉄道事件高裁判決が

そうである。これらは第一群，第二群とは一線

を画し，ほぼ手続審査一本で判断している点に

特徴がある。鞆鉄道事件高裁判決は規約違反の

事案であるが，規約違反だけから規範的効力を

否定しているわけではない。協約締結権限の有

無で解決しているのではなく，前述の第二段階

審査を行っており，その中心を手続審査が占め

ている事案である 56)。

Ⅸ．解決の方向性

協約の不利益変更において，どのような事案

を念頭において，司法審査の基準を組み立てる

かという点において，学説・判例の間に隔たり

がある。裁判例に現れる実際の事件を観察する

限り，一律に組合員全員の労働条件を切り下げ

る事案はほとんどない。実際に現れる事案とい

うのは，全体が不利益を受けていても不利益の

度合いが異なっているもの，一部のみが不利益

を受けているもの，不利益を受ける集団が同時

に労働条件切り上げを受けているため，そもそ

も当該集団について不利益といえるのかわから

ないもの，そしてそれらの組み合わせなど多岐

に及び，それぞれに複雑である。このようなさ

まざまな事案を裁判例はおよそ３つの判断要素

の組み合わせによって解決している。この視点

自体は非常に有用であると考えるが，裁判例の

基準はいまだ収斂していない。学説もまた収斂

していない。ここでは果たしてどのような基準

55) ただし，規約所定の手続がとられているだけで終わらせず，さらに審査を加えているので，一応手続審査する態度

は示している。

56) ただし，規約違反が最も重視されて規範的効力が否定された事案である。
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で解決することが妥当かについて，方向性を提

示したい。

まず，学説においては，原則司法審査を認め

ず，労働組合の自主的な判断を尊重するという

説があることは前述のとおりである。しかし，

これは妥当ではないと考える。協約による不利

益変更というのは，やはり一種の異常事態であ

り，内容的正当性・手続的保障が著しく傷つけ

られている場合には，司法審査することが必要

である。それを組合の自治に委ねてしまうこと

はできない。

手続を重視する学説は非常に有力であるが，

これを過度に重視することも疑問である。全体

不利益事案では，手続を重視することが組合の

民主性を確保し，結果，内容の正当性につなが

る。その面では有効な解決となりうるのである

が，前述のように，裁判例に現れる事案という

のは，より複雑で組合員間の利害が拮抗してい

るものなのである。単純な全体不利益事案は見

当たらない。そのような事案というのは同種画

一性を基礎とする民主性の強調によっては解決

することができない。また，個別の労働者に対

する手続によって内容的な正当性を高めること

も考えられるが，果たして有効な手段といえる

かには疑問がある。利益相反状況は，不利益を

受ける者の同意があって初めて当該状況の問題

性が解除されるのであって，個別の意見聴取や

面接・不満の吸い上げによって解決されるもの

ではない。

ただし，前述のように，不利益対象集団の集

団的な同意がある場合には，協約の効力を肯定

する方向でのみ手続審査は有効である。このよ

うな事案については，手続審査をもって審査を

終了してよい。しかし，あくまで均一な不利益

を受ける集団が存在し，それが民主的な意思確

認によって同意していることが必要となる。し

たがって，裁判例を見る限り，このような条件

を充たすケースは非常に限られると思われる。

手続審査で終えられない事案については，一

定の内容審査が要求されると考えるが，その視

点は差別性・狙い撃ち性に求めるのが妥当では

ないかと考える。協約の不利益変更における問

題の核心は，不利益を受ける集団が組合内の少

数であるがゆえに，多数者の犠牲となっている

という利益相反の状況にある。つまり，組合内

に不利益を受ける少数派集団とそうではない多

数派集団があり，組合執行部はこの２つの相反

する利益を同時に追求しなければならないにも

関わらず，多数派を優先することが問題なので

ある。このような場合には，いくら手続を踏ん

でも集団の内部に利益相反状況が生じているた

めに民主性は作用しない。そこで，端的に，内

容の正当性を問うことが必要である。そして上

記の問題意識から，その基準は，少数派に差別

的・狙い撃ち的な不利益を与えるか，に求める

べきである。利益相反状況下では，司法が介入

し規範的効力を否定することによって，協約に

ついて再度の練り直しをさせることが問題の解

決において有効である。利益相反状況を克服す

るため，組合執行部は少数者の同意を取り付け

られるように説得や緩和措置など条件変更に努

力することとなる。それでも結局，利害の対立

を収めることができず，再度訴訟になった場合

には，裁判所が再び審査するが，内容審査によっ

て合理性が認められれば，協約の効力は肯定さ

れることとなる。したがって，少数者はごね続

ければよいということにはならない。

では，具体的にどう判断するのか。以下の２

方向から判断するのが妥当である。まず，差別

的・狙い撃ちというからには，一定の少数の集

団に現実に不利益が生じていることがいえなけ

ればならない。そしてそれは，他の組合員との

比較でしかわからないので，他の組合員も不利

益を被っているのか否かが基準となる。一定の

組合員が不利益を受けている一方で，その他の

組合員が利益を受けている（または労働条件の

変更がない）場合などはイージーケースであ

る。ただし，この部分で微調整が必要であり，

不利益対象組合員が暫定的な優遇を受けている

場合には，その優遇を下げるだけでは差別的な

不利益変更ということはできない。これは暫定

的な逆差別による労働条件設定であったわけな

ので，元に戻すことが差別的な不利益変更とは

いえないからである。
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ここでの判断は，差別対象組合員集団が存在

するか否かの観点から検討される。組合員間の

差別性を検討するものであり，いわば「横」の

関係が問題となっている。横の関係を見たとき

にでこぼこが存在するかどうかを見るものであ

る。

次に，差別対象組合員が利益を受けていない

かが検討される。確かに，ある労働条件におい

て不利益を受けていたとしても，他方で別の労

働条件が向上しているのであれば，それは結果

として不利益がなくなっているのであるから問

題はないのである。決して差別的な不利益変更

とはいえない。もっとも，利益変更の程度が不

利益変更の程度に比してあまりに少ない場合に

は結局プラスマイナスで，不利益部分が大きく

残ることとなり，全体として差別的な不利益変

更ということになろう。なお，裁判例でも散見

される代償措置や経過措置といったものはここ

で判断される。これは，前述の「横」との対比

で言えば，「縦」の観点からの検討である。横

で見て，でこぼこがあったとしても，そのでこ

ぼこが不利益対象集団において緩和・底上げさ

れていれば，結局でこぼこがないことになるの

である。

このように利益相反状況を組合内で解決でき

ないと割り切ることには組合自治の観点から批

判も予想される。しかし，利益相反状況は組合

による少数者の抑圧状況が生じているのである

から，この範囲で自治が制限されることもやむ

を得ない。利益相反状況というのは，多数者が

少数者を懇切に説得して同意を取り付ければ

解除されるのであって，その意味では自治が及

んでいる。少数者としても，同一組合内で多数

者と決定的に対立することは望まないであろ

うし，仮に決定的な対立を仕方がないと考えて

も訴訟の金銭的・時間的コストを考えれば，多

数者との同意形成にひとまずは尽くすはずであ

る。これを超えて，利害調整に失敗した場合に

は，裁判所が内容の正当性を判断することは必

要以上のパターナリズムとはいえない。

また，これでは，一部に不利益を課す労働条

件変更が協約によっては一切実現できなくな

るのではないか，という批判もありえよう。し

かし，一部の組合員に対して不利益を課すと同

時に経過措置で対処すれば，その者たちに対す

る不利益性が緩和されて，仮に同意が得られな

かったとしても，内容自体の合理性が肯定され

る。したがって，労働条件自体の変更はなお可

能であると考える。

よって，裁判所は「協約自治の限界」の問題

に対して，差別性・狙い撃ち性の観点から内容

審査を加えるべきである。確かに一定の特別な

状況下では手続審査も意味があろうが，一般的

に有効な審査手法とは思われない。問題の根幹

が組合内の利益相反状況にある以上，それに基

づく差別性・狙い撃ち性の観点から内容審査す

ることが妥当である 57)。

(たかまつ・あきひこ)

57) 本稿は東京大学大学院法学政治学研究科法曹養成専攻の２単位科目リサーチペーパーで提出した原稿を元に加筆・

修正したものである。原稿の段階においては，荒木尚志教授に指導教員をお願いし，懇切なご指導をいただいた。心より

感謝申し上げたい。


